
議案第４５号 

海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例の一部改正 

について 

 海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり定める。 

  平成２９年９月１日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

 粗大ごみの定義及び処理手数料を見直すとともに、一般廃棄物処理施設の技術管理

者の資格を定めたいため 
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   海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例の一部を改 

   正する条例 

 海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例（平成５年条例第８号 

）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第２項第４号中「重量又は」を削る。 

 第３２条を第３３条とし、第３１条を第３２条とし、第３０条を第３１条とし、第

２９条の次に次の１条を加える。 

 （技術管理者の資格） 

第３０条 法第２１条第３項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。 

 (１) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（化学 

   部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。 

   ） 

 (２) 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であ 

   って、１年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するも 

   の 

 (３) ２年以上法第２０条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

 (４) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。次 

   号において同じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）に基づく大学の 

   理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学（旧大学令に基づく大 

   学にあっては、土木工学。次号において同じ。）若しくは化学工学に関する科 

   目を修めて卒業した後、２年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事し 

   た経験を有する者 

 (５) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農 

   学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する 

   科目以外の科目を修めて卒業した後、３年以上廃棄物の処理に関する技術上の 
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   実務に従事した経験を有する者 

 (６) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治 

   ３６年勅令第６１号）に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこ 

   れらに相当する課程において衛生工学（旧専門学校令に基づく専門学校にあっ 

   ては、土木工学。次号において同じ。）若しくは化学工学に関する科目を修め 

   て卒業した後、４年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を 

   有する者 

 (７) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づ 

   く専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において 

   衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、５年 

   以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 (８) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和 

   １８年勅令第３６号）に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれ 

   らに相当する学科を修めて卒業した後、６年以上廃棄物の処理に関する技術上 

   の実務に従事した経験を有する者 

 (９) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づ 

   く中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する 

   科目を修めて卒業した後、７年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事 

   した経験を有する者 

 (10) １０年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 (11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者 

      「                                                        「   

        市が、粗大ごみを収集、 １個につき700円。ただし、        

 別表第１中  運搬及び処分をするとき 排出者が、市長が指定した場  を   

        。           所に運搬したときは、300円        

                    とする｡                  

                                                            」    
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市が、粗大ごみを収集、 １個につき700円を超えない   

運搬及び処分をするとき 範囲内で規則で定める額    

。                          

                           に改める。 

排出者が、市長の指定す １個につき300円を超えない   

る場所に運搬し、市が処 範囲内で規則で定める額    

分をするとき。                    

                          」  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１２月１日から施行する。ただし、第２９条の次に１条 

 を加える改正規定及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日以後に粗大ごみ 

 収集の申込み又は粗大ごみの搬入があったものから適用し、同日前に粗大ごみ収集 

 の申込みがあったものについては、なお従前の例による。 

 （準備行為） 

３ この条例による改正後の粗大ごみ収集の申込み及び粗大ごみの搬入に係る準備行 

 為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。 
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